
平成31年度（2019年度）　佐賀県立鹿島高等学校（【新設】佐賀県立鹿島高等学校赤門学舎を含む）　学校評価結果

１　学校教育目標

評価は
A:ほぼ達成
B:概ね達成
C:やや不十分
D：不十分　で記入してください。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的目標 具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

学
校
運
営

○教職員の資質向
上

教科指導力の向上

・教職員の教科指導・教材研究を専
念できる環境を作る。
・生徒の主体的学習を確立させるた
め、入試問題や入試情報を通して教
職員の教科指導力を向上させる。

・教科主任を中心に考査の作問や授業を中心とした教科指導
を充実させ、それを補うための土曜教科指導、夏季・冬季特
課、模擬試験を適切に設定する。
・入試問題研究や入試情報等を適切に活用し、教科指導力の
向上を目指す。

B

授業の満足度における肯定度は職員が９
３％なのに対し、生徒は８５％とやや差が
あった。新テストに向けた授業内容の改
善、課題の精選をさらに意識してもらう必
要がある。

アンケートの「授業の工夫に努めている
先生が多いか」という質問に対しては生
徒も職員も９０％が肯定的な反応だった。
つまり、工夫が理解につながる教科指導
を授業研究や、校内外の研修等を通じ向
上させる。

学
校
運
営

○教職員の資質向
上

授業研究会・教職員研修の充実

・授業研究会を設定することで、授業
の質の向上に努める。
・教職員の教科指導･大学入学共通
テストに向けた研修の充実を図る。

・各教科２名が公開授業を実施する。また教職員全員が他の
教職員の公開授業を２回以上参観する
・教科会議の時間に、公開授業を設定する等、参加者増に努
め、適宜合評会等を行う。
・教育センター等の研修の紹介を随時行うなど、研修の機会を
より多く提供し参加を促す。

B

授業研究会に関しては、朝礼等で職員参
加を呼びかけ、可能な範囲で多くの職員
に参加していただき充実した会になった
が、教科指導の研修については実施方
法とその内容について検討の余地があ
る。

次年度は、より充実した授業研究になる
ように日頃から公開授業ができるようなシ
ステムが必要である。また、教科指導に
関しては、進路指導部とも連携して、より
実用的な研修ができるように努めたい。

教
育
活
動

○ICT利活用教育
ＩＣＴ利活用による授業の工夫・改
善

・学習用ＰＣ、電子黒板を全ての授業
で使用することにより、視覚的且つ効
率的な授業を実施する。また、課題
の配信等を促進しペーパーレスを図
る。

・教科内での教材の共有を進めるとともに、教育情報化推進室
との連携により有効な利用法や利用しやすいソフトウェアにつ
いての情報を得る。
・ＩＣＴ利活用のための基本スキル研修等を紹介し、教職員の技
能向上を促す。

A

今年度途中からすべての特別教室に電
子黒板が導入されたこともあり、全ての授
業で使用することができ、視覚的且つ効
率的な授業を実施できた。また、学習用
PCに課題の配信等を積極的に行うことが
でき、ペーパーレスを図った。

電子黒板においては、年度末のOSの
バージョンアップにより一層多様な使用法
を考えることができる。学習用PCはクラッ
シー等の積極的に利用するため、基本的
なスキルを共有する。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的目標 具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

教
育
活
動

○進路指導
進路意識の向上と主体的進路選
択

・生徒の進路意識を向上させ、高い
目標を持つ意識を持たせる。
・３年間の学校生活を通じて活動を
記録し、主体的に進路について考え
る習慣づけをする。

・生徒が主体的に進路選択を行うため、総合的な探究・学習を
計画し、進路意識を向上させる。
・各種Classiなどポートフォリオの作成を通して、生徒が自らの
活動を蓄積・振り返りをしながら、次の活動につなげる意識を
高める。

A

授業や総合的な探求・学習などを通じて、
生徒は進路研究を自主的に行い、発表ま
でつなげることができた。Classi、ポート
フォリオに関してはより体系的な利用がで
きる仕掛けを作る必要があった。

総合的な探求の実施内容は常に改善す
る必要があるが、そこで学んだ内容を生
徒がきちんと記録し、振り返るPDCAサイ
クルを作る仕掛けの部分をさらに体系的
にしていかなければならない。

教
育
活
動

○進路指導 希望する進路の実現

・生徒の一人ひとりの進路保障を目
指す。
・国公立大学進学希望者に対して
は、合格者数を100名以上を目指す。
・難関大学進学希望者に対しては、
合格者数を10名以上を目指す。

・担任との面談や学年会を通して生徒の進路志望を教職員が
正確に把握するよう務める。
・進路検討会を計画的に実施し、客観的データをもとに生徒の
進路実現のサポートが出来るようにする。

B

アンケートの「学校は一人ひとりの進路希
望達成に努力しているか」の質問に対し、
生徒９４％職員９８％と高い評価であっ
た。ただし、それを結果に結びつける点で
はなかなか苦戦している。

大学入学共通テストの実施を踏まえ、各
教科の卒業までを見据えた授業計画を改
めて検討してもらう。また、面談や学年
会、進路検討会を通して、学年団や教科
担当のさらなる意識の共有を図る。

教
育
活
動

●学力向上 基礎学力の向上
・基礎学力向上のため、生徒の授業
内容の理解と定着を図る。

・各教科内で生徒の基礎学力向上のための学習内容を吟味
し、共通理解する。
・生徒が考査等への取り組みを計画的に行い、基礎学力が定
着できるように教科担当者・担任を中心に指導を行う。
・平日の家庭学習時間（各学年の数＋2時間）を確保するよう指
導する。

B

各教科指導法を工夫してもらい、課題、
小テストなど生徒の状況に応じた指導を
行った。コロナウィルス対応においても、
計画的に指導内容を検討できた。学習時
間に関してはなかなか安定しない生徒も
いた。

３年間の指導を見据え、特に１年時の学
習習慣と基礎学力の定着を中心に指導
を行う。また、課題は生徒が自主的に考
えて取り組めて行えるような内容にする。
また安定した生活（学習）習慣の指導を徹
底する。

教
育
活
動

●学力向上 個々に応じた指導の充実
・生徒一人ひとりの進路希望を理解
し、適切な進路指導を行う。

・学年や進路指導部を中心に進路希望調査を実施、生徒の進
路希望の把握に努める。
・各学年、各教科担当者で与える教材、課題を吟味し、難関対
策なども含め、生徒の理解状況に応じた教材を提供する。
・担任との面談などを通じ個々の進路希望に応じた学習内容を
適切に指示する。

A

学年と進路指導部を中心に各生徒の学
習状況、進路希望を面談等を通じて、適
宜把握することができた。また、生徒の進
路希望に応じて、難関大学対策指導や少
人数指導などを実施することができた。

引き続き生徒の実態に応じた、細やかな
指導をお願いする。教科や学年の中で情
報を密にとり、新テストの最新情報を得な
がら、生徒が自主的に考え、学習や進路
研究に向かう指導を行う。

教
育
活
動

●健康・体つくり
望ましい食習慣と自己健康管理
能力の育成

・望ましい食習慣の定着を図る。

・食習慣に関するアンケートを実施し、結果をもとに必要な食育
への取り組みテーマを設定する。
・家庭科、保健の授業や保健だよりを活用して食育に関する情
報を提供する。

B

・生徒のほとんどが弁当を持参しており、
肥満傾向の生徒は全国平均より少ない。
・家庭科、保健の授業を通じて食生活の
大切さや健康意識が高めることができ
た。

・健康に関する現状と意識を把握できるよ
うに調査様式を整え、経年比較ができる
ようにする。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的目標 具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

教
育
活
動

●志を高める教育
高い志の醸成とそキャリア教育
の充実

・生徒が現代の社会や学問について
理解し、自らの将来像を高い志をもっ
て描けるようにする。

・学年だよりや進路講演会を実施し、生徒の志の醸成を促す。
・キャリア教育支援のための企画（1年生対象「先輩に学ぶ」講
演会、2年生対象「大学出張講座」の実施、全学年対象に看護
系説明会）などを実施する。

A

アンケート「高い志を育み、進路意識の確
立に努力しているか」の質問に対し、生徒
９４％職員９８％と高い評価をしている。
進路講演会や進路主催の企画は生徒の
進路意識を高める良い影響を与えたと考
える。

毎年、1年生対象「先輩に学ぶ」講演会、2
年生対象「大学出張講座」を実施している
が、進路希望の多様化に対応する必要
性。事前準備の簡素化が必要である。ま
た新たなキャリア教育の企画のアイディ
アも必要である。

教
育
活
動

●心の教育
人権教育と情報モラル教育の充
実

・人権･同和教育の充実を図り、差別
や偏見のない社会を構築する一員と
なることを目指す。
・インターネットを利用する上で必要
なマナーや法的な知識を学ぶ機会を
設け、適切に利用できるようにする。

・人権･同和教育に関するホームルーム活動や講演会を適切
に設定する。・授業や日々のホームルーム活動を通して、人権
に関しての理解を深めるように指導する。
・情報の授業における情報モラル教育の充実とともに、集会や
ホーム―ルーム活動を通じてSNS等の適切な利用について学
ぶ機会を設ける。

A

・人権・同和教育に関わる講演会等の諸
活動をとおして、生徒へ人権に関しての
理解を深めさせた結果、人権に関わる問
題等は発生していない。
・情報の授業やﾎｰﾑﾙｰﾑ活動を中心に、
インターネットを利用する上で必要なマ
ナーや法的な知識を学ぶ機会を設け、適
切に利用できるよう指導した。

・ホームルーム時に関わらず、日頃から
人権・度和教育に関しては、指導できるよ
う職員間の共通理解や意識の高揚が更
に必要である。
　
・生徒指導部との連携も必要と考えるの
で、講演会等の設定等も含め、検討して
いきたい。

教
育
活
動

●心の教育 教育相談体制の充実

・教育相談を、生徒・保護者が抱える
心の問題についての早期解決の端
緒とし、チームとしての支援体制の強
化を図る。

・生徒や保護者にスクールカウンセラーの紹介や来校日を早め
に周知することで教育相談体制を充実させる。
・教育相談室を生徒の悩みや相談の窓口と位置づけ、教育相
談委員会を実施しながら早めの情報交換と対応を行う。

A

・悩みを持つ生徒にスクールカウンセラー
の利用を勧め、早期解決につなげられ
た。
・情報を共有できる機会を学年、校務分
掌内で持つことができた。

・スクールカウンセラーには日程変更や
継続な支援など要望に柔軟に対応をして
いただいた。今後は負担をかけることが
ないよう計画的な運用を心掛ていく。

教
育
活
動

●心の教育 環境美化の推進

・校内の美化管理を徹底させ、環境
整備を意識する心を育てるとともに、
掃除が丁寧にできるように工夫す
る。

・効果的な掃除ができるように、掃除区域を見直す。
・掃除区域の用具の配置状況を把握し、より実用的な配付を行
う。
・全職員で掃除指導を徹底し、掃除の意義と効果を生徒に伝え
る。

B

・掃除区域の分担は無理なく行えた。
・掃除用具の補充に心がけることができ
た。
・掃除を始めるまでに時間を要したり、時
間内を有効に取り組めていないことが
あった。

・掃除道具の交換や補充の機会を増やし
ていく。
・掃除時間と同時に取り組めるよう呼びか
けを生徒会活動と併せて行っていく。

学
校
運
営

○特別支援教育の
推進

教員の専門性と意識の向上

・配慮を必要とする生徒の的確な把
握を行い、該当生徒に対する適切な
支援と指導の充実を図る。
・教職員は、全生徒の過ごしやすい
学校生活を目指すという視点をもち
指導を工夫する。

・生徒の様子や指導方法についての職員間の情報交換を特別
支援教育コーディネーターの主導で行う。
・年１回、全職員を対象に発達障害に関する研修を行い、理解
を深める。
・必要に応じて、専門家や関係機関等と連携を図る。

A

・年度当初に職員間で情報を共有する機
会を持つことができた。また、夏休み前に
経過報告ができ、支援の方策を深めるこ
とができた。
・１学期に発達障害に関する研修会を開く
ことができた。早期に行えたことで、適切
な対応ができた。

・来年度以降も年度当初の職員会議棟で
情報共有できるように計画する。また、必
要に応じて特別支援教育委員会の開催
を行っていく。
・関係機関から派遣していただいて、研修
の機会を持つ。

③豊かな人間性や高い志を育む教育の推進

２　本年度の重点目標

心身ともに逞しく生きる力をもち、豊かな人間性と高い専門
性・知性を兼ね備えた、広く社会に貢献する人材を育成す
る。

①「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業の工夫・改善
②面談等により生徒理解を深め、個々の生徒の進路実現に向けた支援の充実
③豊かな人間性や高い志を育む教育の推進
④高校魅力作りの推進
⑤教職員の働き方改革の推進
⑥校舎制による円滑な学校運営

３　目標・評価

①「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業の工夫・改善　　　

②面談等により生徒理解を深め、個々の生徒の進路実現に向けた支援の充実

重点目標を具体的に評価するための項目や指標を盛り込む



教
育
活
動

●いじめ問題への
対応

いじめ防止対策といじめ問題へ
の早期発見・早期対応体制の充
実

・十分な事前指導で、いじめを未然に
防止し、問題行動に発展させない。
・いじめを覚知した場合は速やかに
対処し、問題の拡大を防ぐ。また、再
発の防止への対策を行う。

・全校生徒への月一回の定期的なアンケートを実施し、集会な
どを通じて訓話を具体的に行う。
・学年、担任、部活動顧問等と連携し、情報の共有を図る。
・スクールカウンセラーと連携し、情報の交換を密にする。

B
・毎月一回実施のいじめアンケートの実
施はできたが、SNSに関するトラブルやい
じめなどが多かったことが課題である。

・集会やHR等を通して、SNSに関する指
導の徹底をやっていく。
・全職員の共通理解のもと、情報の共有
を図り根気強く指導していく。

教
育
活
動

○ボランティア活動 地域ボランティア活動への参加

・地域社会との関わりを考え、地域貢
献に対する意識を持たせる。
・様々な社会活動に対して、積極的
に関わり、協力する意識を養う。

・多くの生徒が地域貢献できるよう、地域の社会活動や福祉活
動への積極的な参加を呼びかける。
・生徒会役員、及びＪＲＣ部員を中心に災害支援などの募金活
動などを企画し、参加する。
・全校生徒による地域の清掃活動を計画実施する。

Ｂ

・生徒会役員自らがボランティアの呼びか
けを行う場をつくることができ、積極的な
呼びかけができた。
・今年度２月以降、感染症対策のため参
加を予定していたボランティア活動の中
止が相次いだ。

・来年度以降も、生徒会役員による積極
的な呼びかけを継続して行い、多くの生
徒が参加できるようにする。

教
育
活
動

○図書館教育 読書活動の推進
・図書室利用者の増加を図り、良書
に親しむ習慣を定着させる。

・図書委員の活動を活発化し、その中で推薦本の紹介を行う。
・朝読書の徹底を図る。
・授業での図書室利用を推進する。
・十分な選書を行い、新刊本の紹介を図書館便りや校内掲示
により行う。
・読書月間を設定する。

C

・新刊本の紹介や読書月間の開催など、
図書館便りや校内掲示により啓発した
が、生徒の認識は薄かったようだ。
・自主的に図書室を利用する生徒が限ら
れてしまっていた。
・図書委員は活発に活動する生徒が増え
た。

・授業での図書室活用を増やす。
・読書月間の時期の見直し。
・読書習慣の徹底、読書時間の確保のた
め朝読書を徹底させる。

教
育
活
動

○生徒指導 社会性と規範意識の醸成

・規範意識の向上を図り、豊かな人
間性を育てる。
・コミュニケーション能力を育て、人の
痛みがわかる、思いやりの心を持っ
た生徒を育てる。

・外部の講師を招いて各種講演を実施する。
・学校生活の中で、生徒が自主的に運営する行事を増やす。
・集会等を通して、自己と他者を尊重する内容の訓話を具体的
に行う。

A

・通学マナー等での苦情や指摘をされた
のが課題である。
・駅の自転車の整頓や、近隣の清掃など
を自主的に行った生徒がいたことは成果
である。

・学校行事等を通じて、生徒が自主的、主
体的に行える機会を増やす。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的目標 具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

学
校
運
営

○開かれた学校づく
り

ＨＰの充実など情報の発信と共
有

・「学校だより」を年５回以上発行し、
ＨＰで学校の情報発信に努める。

・近隣の中学校や地域、保護者へ「学校だより」を配布し魅力あ
る学校の情報発信に努める。
・ＨＰでは、学校行事や校外活動等の最新の情報提供に努め、
中学生やその保護者が興味・関心を引く内容構成になるよう工
夫・改善を随時行う。

A

・「学校だより」を定期的に発行はできたも
のの、それに対する感想や意見等を取り
入れれば、より魅力あるものになると考え
る。
・HPも、よりホットな情報の発信に努め、
更新の度合いも増した。

・「学校だより」や「HP」について、年に一
度はアンケートを実施し、より伝達生のあ
るものにする。

学
校
運
営

○開かれた学校づく
り

公開授業の充実
・より多くの保護者や近隣中学校の
先生方が公開授業の参観をして頂く
ように努める。

・「学校だより」やＨＰ等を活用し、ＰＴＡ総会や教育週間での公
開授業参観を呼びかける。

B
・年度当初に各教科で公開授業担当者を
決め教科を問わず相互の授業の充実に
影響し合うものとなった。

・保護者等に参観を呼びかけたものの、
参観者は少なく、対策を模索していく必要
がある。

学
校
運
営

○地域と繋がる高
校づくり

地域の諸問題を知り、その解決
へのアプローチを通して社会貢
献を目指すとともに自分の「生き
方」について考える。

・鹿島市との連携を通して、地域の諸
課題への意識を高め、その解決を通
して生徒の主体性を育成する。

・鹿島市と提携し、2日間全4回の講座を実施し、地域の諸課題
を生徒に認識させる。

A
・各学科、２年次より本格的な探究学習に
入るが、基礎となる知識習得や地域の諸
課題に対する意識は高まった。

・来年度は、１，２年生の２学年で実施さ
れるため、それぞれの学年で到達目標を
明示化し、それに向けた計画を作成す
る。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的目標 具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

学
校
運
営

●業務改善・教職員
の働き方改革の推
進

時間外労働時間の縮減 ・月別の時間外労働時間の１００Ｈ超
えの職員を昨年度より減少させる。・
年次休暇の取得率を向上させ、１人
あたり９日以上の取得を目指す。
・時間外の会議の縮減を目指す。

・定時退勤推進日を設定し、教職員への周知を徹底する。
・学校閉庁日等を設定して学校全体として休暇が取りやすい環
境をつくる。
・メール会議等を利用する。
・衛生委員会や教職員間での議事録の公開を通して教職員の
意識を向上させる。 Ｂ

定時退勤日の設定や学校閉庁日の設
定、メール会議の利用は実施することが
でき、職員の時間外の長時間労働は昨
年よりは大幅に削減することができた。ま
た本年度より毎月実施となった産業医に
よる保健指導も実施することができた。課
題としては職員の時間外の長時間労働
削減がまだ不十分であること、職員の年
休取得率もまだ改善の余地があることが
あげられる。

長時間労働削減のため、今後も定時退勤
日の設定や閉庁日の設定は当然として
行う予定である。また時間外の電話対応
やパソコンの使用時間の制限を行うこと
で時間外の長時間労働削減をしていきた
い。

学
校
運
営

●業務改善・教職員
の働き方改革の推
進

校務等の効率化の促進
・業務改善に向けた職員の意識改善
を目指す。

・それぞれの職員の意識向上を促すため、業務改善と効率化
を目指した業務目標の設定を促す。
・校務分掌主任を中心に業務の縮減をすすめる。

Ｃ
校務分掌主任を中心に業務の削減をす
すめたが、再編統合の途中ということもあ
り削減は不十分であった。

校務分掌再編を令和元年度末より開始
し、令和2年度初めには完了させ、業務の
削減を図る。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的目標 具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

学
校
運
営

●校務分掌等の円
滑な実施運営

授業の円滑な実施

・各学科における適切な教育課程の
編成を心掛ける。また、自習を出さな
いよう時間割変更を柔軟に行う。
・授業時数の平均化を心掛ける。

・出張年休の早めの申し出により時間割変更に適切に対応す
る。また、時間帯・曜日間による授業時数の差を減らすため、
平常授業日以外の授業日について早目に職員に連絡する。必
要に応じて時間割の曜日変更を検討する。

B

・各学科の教育課程については、新課程
を意識した編成を心掛けた。
・自習を出さないよう時間割変更を柔軟に
行った。

・新課程に向けて更なる情報収集と研究
が必要である。また、出張年休による時
間割変更を早めの申し出てもらう。
・学科別により細かく授業数を把握し、平
準化を図る。

学
校
運
営

●校務分掌等の円
滑な実施運営

学校行事の円滑な実施

　
・両学舎間で連携し、無理のない行
事計画及び適切な実施を心掛ける。
・行事の精選に努める。

・年間行事計画を早目に提示し、無理のない行事計画を立て
る。また、両学舎で行事の精選を行い、柔軟に対応できる日程
の設定を心掛ける。

A

・両学舎間で連携し、無理のない行事計
画及び適切な実施を心掛けた。また、一
斉・学舎別を柔軟に使いわけ、生徒が対
応しやすいようにした。

・年間を通してまだまだ行事の精選が必
要である。また、一斉活動か学舎別活動
かを早めに確認し、職員・生徒に周知を
徹底する。

学
校
運
営

●校務分掌等の円
滑な実施運営

部活動の円滑な実施運営
・両学舎の行事を考慮しつつ、休養
日を適切に設定しながら、計画･実施
する。

・部活動の再編統合を完成させる。
・年間の活動を見通した部活動の計画の策定を行う。

B

・部活動内規を遵守し、休養日の適切な
設定、計画・実施がなされた。
・部室の管理、施錠、また活動場所の片
付け等が未徹底であった。

・引き続き部活動内規を遵守した休養日
の適切な設定、計画・実施の実施。
・部室の管理、施錠、また活動場所の片
付け等声掛けを行いながら改善していく。

学
校
運
営

●校務分掌等の円
滑な実施運営

校務分掌等の円滑な実施運営
・両学舎間の校務分掌の連携を促進
する。

・内線電話、学舎間逓送、メール会議等を積極的に利用して情
報共有や協議を心掛ける。
・運営委員会や職員会議等を合同で行うことで連携の強化を図
る。

Ｂ
運営委員会や職員会議等は合同で行う
ことができ、学舎間の円滑な運営を行うこ
とができた。

校務分掌の再編と業務の削減と並行し
て、内規等の見直しも進めていく必要が
ある。

学
校
運
営

●校務分掌等の円
滑な実施運営

校舎間移動の円滑な実施運営
学舎間の移動時間と安全の確保に
注意を払う。

学舎間の移動が必要な場合は担当部署で連携し、無理のない
校時の設定を心掛ける。また、移動の際は交通指導の教職員
を配置する等、安全確保に努める。

A
学舎間の移動については職員の配置
等、学年や部活動顧問の協力により、安
全に行えた。

学舎間の移動のための時間設定等、より
無駄のない設定を心掛ける。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的目標 具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

教
育
活
動

○安全教育 交通安全教育・防災教育の推進

・登下校時の交通安全に対する意識
の向上を図る。
・生徒の送迎に対する保護者へ理
解、協力を図る。
・災害に適切に対応する能力の向上
および防災への自立を促す。

・定期的に登校・下校指導を行う。
・外部から講師を招いて交通講話を実施する。
・集会や総会等を通じて、保護者、生徒への送迎方法の伝達を
徹底する。
・防災訓練を行い、防災講話を実施する。

A

・定期的な登校・下校指導はできた。ま
た、必要に応じての登下校指導もで、警
察の方を招いての交通安全指導もでき
た。
・学校総合安全事業の指定もあり、緊急
地震速報訓練、防災訓練、防災講和など
防災に触れる機会を多く持てた。

・特に、登下校時の近隣の方からの苦情
を少しでも減らす努力を行い、送迎のマ
ナーについても指導を行う。
・来年度も今年度同様に防災の意識を高
める取り組みを行う。

●は共通評価項目のうち必須項目、○は独自評価項目

　④高校魅力作りの推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑥校舎制による円滑な学校運営

⑤教職員の働き方改革の推進

本年度の重点目標に含まれない共通評価項目（あれば記入）


